
  地域振興バス       ご利用の皆様へ 

北小野線のバス停の利用不可について 
歩道橋工事に伴う交通規制のため、次の期間は下記のバス停が利用できませ

ん。ご利用予定の方は近隣のバス停もしくは臨時バス停を設置しますので、そち

らをご利用ください。ご不便お掛けして申し訳ありませんが、よろしくお願いし

ます。 

【期間】 令和８年 2 月 9 日(月)から 2 月１3 日(金)まで（予定） 

     ＊工事の進捗状況によって前後する場合があります 

【利用できないバス停】 「宮本町」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩尻市建設部都市計画課 電話：0263-52-0280（内線 1152） 

利用できないバス停 

  

臨時バス停 

臨時バス停 

拡大図（設置イメージ） 

至辰野 

至松本 宮本町 

 

②北小野線 


